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第 6回  今後の介護人材養成の在 り方に関する検討会議事録

1 日時 :平 成 22年 10月 29日 (金 )10:00～ 12:05

21場 所 :航 空 会 館 7F大 ホー ル

3  議  事

(1)よ り高 い知識 ・技 術 をもつ介 護福 祉 士 の養 成 に つ いて

(2)介 護 福 祉 士 に至 るま での キ ャ リアパ スの在 り方 につ いて

(3)そ の他                  ‐

4.議 事 の 内容         ‐

○駒村委員長 定刻になりましたので、ただいまより、第 6回 「今後の介護人材養成の在 り方に

関する検討会」を開催いたしますよ    、           .

委員の先生におかれましては、御多用のところ、朝早 く御参集いただきまして大変ありがとう

ございますら

まず、本 日の委員の出欠状況等について事務局より御報告願いたいと思います。よろしくお願

いいたします。

O事務局 本日は、サll原 委員t是枝委員、樋口委員及び堀田委員が御欠席との連絡をいただいて

おります。

また、馬袋委員の代理といた しま して、民間事業者の質を高める一般社団法人全国介護事業者

協議会の佐藤副理事長に、また、平川委員の代理といた しま して介護老人保健施設グリーンガー

デン橋本の光山理事長にお越 しいただいております。      ‐

続きまして配付資料の確認をさせていただきます。

本日は、資料 1か ら資料 4、 参考資料t石橋委員提出資料及びヒアリング出席.者提出資料を配

付させていただいております。欠けている資料等がございま した ら事務局までお申 し出 ください。

なお、机上のフアイルは前回までの資料でございます。乱丁・落丁などございま したら、事務

局へお申し出ください。                 |

以上です。       ・

○駒村委員長 次に、、第 6回 検討会の開始に当たりま して、岡本厚生労働大臣政務官よりごあい

さつをお願いいた します。

○岡本厚生労働大臣政務官 このたび菅改造内閣におきま して厚生労働大臣政務官を拝命いた し



ました衆議院議員の岡本充功でございます。山井前政務官に引き続きまして、この介護人材の養

成に関する検討会について私が担当させていただくということでございましたので、ごあいさつ

をさせていただくとこうでございます。

本日は、本検討合に、それぞれ御事情のある中お集まりいただきましたことを感謝申し上げま

す。また、これまで5回 にわたつて熱心な議論を続けてきていただいておりますことにも、冒頭

ではありますけれども、感謝を申し上げたいと思います。

この介護人材を養球するという課題、本変大きな課題を持つていると思つています。平成19年

の社会福祉士及び介護福祉士法改正ということで、資格取得が見直されて一本になつてきたわけ

ですけれども、この分野で働く皆様方におかれましては、その職場環境の充実、また仕事のやり

がいを感じる中での自分たちのいわゆるできること、できないこと、その資格の意義について考

えられる方もみえると聴いています。そういつた皆様方の声を反映しながら、いかに介護福祉士

の質と、そしてまた現場におけるこの介護福祉士の皆さんの量を確保していくかという、質と量

の両面での課題があると承知しております。そういつた意味では、この検討会を通じて、現場で

働く皆さんにも勇気の出るメッセージを、また、このそれぞれの施設を運営される側にとつても、

その検討の意義を感じていただき、殊さら利用者の皆様方にIよ 、その恩恵を享受してもらう必要

があろうかと思うております。そういつた意味で、この検討会で御議論いただくということは、

大変大きな意義を持つていると思つているところでありまして、どうぞ各委員の皆様方には、年

末が取りまとめとは聞ぃておりますけれども、蘭達な御議論をいただきたいと思つております。

本 日は、介護の現場で働 く皆様か らの ヒア リングをされ る予定 と伺 つてお ります。私 自身の経

験 をお話 しして恐縮 ですが、私 自身も老人保健施設で働いていた ことがあ ります。私の場合 は医

師 と して働 いてお りま したので、そ うい う意味では、介護福祉士 と して働 いてい らつ しやる皆様

の御苦労をつぶさに見ていたわけで1吉 ありませんが、しかしtと もに同じ職場にしヽたということ

は事実であり、そして、一生懸命働いてみえるさまざまな職種の方がみえるということも承知 し

ています。そういつた意味で、最終的には利用者のメリットとなるように、利用者の皆さんに感

謝されるような、そういつた介護の現場をつくうていくといつた大変大きな役割を担う介護福祉

士のあり方を、是非皆様方のお知恵をいただきながらこの場で醸成していつていただきたいとい

うことを重ねてお願い申し上げまして、冒頭のごあいさつとさせていただきます。

どうぞよろしくお願いします。

○駒村委員長 なお、岡本政務官は、公務の都合により中途で退室されると伺つております。

それでは、議事に入 りたいと思います。本日の議事 1「 より高い知識・技術をもつ介護福祉士

の養成について」、議事 2「介護福祉士に至るまでのキヤリアパスの在 り方について」を議論 じ

たいと思います。

まず、議事 1に ついての資料に関する説明を事務局よりお願いいた します。

○泉福祉人材確保対策室長 それでは、議事 1の 関係資料といた しま して資料 1を 用意 しており

ますので、資料 1を お開きください。

標題が 「より高い知識・技術をもつ介護福祉士の養成の在 り方に関する論点」としてございま



す
「
。前回の資料に、前回の検討会でいただきました意見を事務局において適宜、要約させていた

だきましたものを載せております。

①のところ、介護福祉士と比較した「より高い知識・技術」
｀
の育成の方向性 (ジ エネラリス ト

型かスペシヤリス ト型か)についてどのように考えるかという点につきましてです。

前回の検討会では、資格取得後は多様な生活障害を持つ利用者に、予防から看取 りまで幅広く

対応できる方向で育成し、その後は重度の認知症や各種の障害などに対応できる人材を育成して

はどうか。また、幅広く対応できるというジエネラリス ト型の方向性は、介護福祉士の新カリキ

ュラムが目指す方向に‐致しているのではないか。介護の幅は広いので、高齢者への対応、障害

児者への対応という形で、スペシャリス ト型で検討していくヽべきではないか。スペシヤリス ト型

は将来的に|ま あり得るが、現時点では障害・対象別に数百時間の研修を組み立てるだけの研究・

教育の蓄積が少ないためt現時点では、まずはジェネラリス ト型で検討すべきではないか。この

ような御意見があつたと承知しております。

②のところ、「より高い知識・技術」をもつ介護福‐祉士が提供する介護サービスの質 (ア ウ ト

カム)や 、チームケアにおいて担うべき役割をどのように考えるかというこの諭点につきまして

ですが、3つ ほどまとめさせていただいております。            |

まず、「より高い知識・技術」を持つ介護福祉士には、チ=ム 内における介護技術等の指導と

いう役割を担つてもらうのが妥当ではないか。あるいは、介護技術等の指導や個別ケアを実写す

るためのチームケアのマネジメントができる人が求められている。また、現場ではヽより知識が

あり、実践・検証・指導がで
・
きる人が求められている。このような意見があつたかと存じます。

め くつていただきま して、 2ペ ージロでございます。③ですが、②を体現するために、どのよ

うな分野の研修が1必 要か。また、「より高い知識・技術」の認定方法や更新の必要性について、

どう考えるか。また、職能団体の役害1に ついてどう考えるか。このような論点を提示させていた

だきま した。

御意見でございますが、考える介護福祉士として、介護過程の思考方法を現場でのフイール ド

ワ‐ クと教育との循環の中で育成すべきではないか。また、認知症ケア、医療的ケア、精神・知

的障害者のケア、重度心身障害児のケアについての研修が必要ではないか。資格取得後の一定の

実務経験を経た者を認定する仕組みとしてはどうか。現場で働きながら受講できるようにするこ

とが必要ではないか。 3～ 5年程度の実務経験の人が次のステップとして取り組めるようにすべ

きではないか。看護師が認定看護師等の制度をつくつてきた取組みに学ぶべきではないか。介護

福祉壬会が主体的に役割を呆たしていくのが自然であり、事業者団体としても協力していきたい。

制度の具現化に当たり、職能団体である介護福祉士会の会員数、組織率を高めるべき。このよう

な意見があつたかと存じます。

なお、下から3つ 目の看護師が認定看護師等の制度をつくつてきた取組みに学ぶべきではない

かという御意見に関連しまして、事務局の方に関連の資料を提出するようにという御指示があり

ました。ごらんいただきたいのは、同じこの資料 1の 4ページロ以降でございます。

4ページロ以降に看護師の例が載せてございます。4ペ ージロは、実は前回お示ししました資



料と同 じでございま して、 5ペ ージロから9ページロにかけてが追加の資料ということになりま

す。かいつまんで御説明申し上げたいと思います。

まず、看護師の方では、認定看護師という制度がございますが、認定分野はtご らんいただき

ますように、20前 後の認定分野があるかと存 じます。かつ、認定看護師の数も トータルでは、そ

れぞれの分野を全部合計すれば7,364名 という規模になっていらっしゃるということでございま し

た。

また、あくつてぃただきまして、6パ ージロには認定看護師の教育課程の例が掲載してござい

ます。詳細に説萌する時間はございませんので、後ほどごらんいただきますようお願い申 し上げ

ます。

また、認定看護師の認定審査につきまして 7ペ ージロに記載してございます。認定審査につき

ましては筆記試験を行うておられる、またt更新審査においては書類審査を行つておられるとい

うことでございますが、詳細については省略させていただきます。

また、 8ペ ージロには、認定看護師制度と診療報酬の関係について掲載してございます。認定

看護師の制度発足は1995年 でございましたが、診療報酬において二定の評価がなされるようにな

りましたのは2004年 以降のことであると伺つております。         '

なお、この表にはございませんが、念のため申し添えま
‐
すと、診療報酬の算定方法に関 します

告示・通知におきましては、認定看護師という言葉そのものが明示されていることはございませ

ん。ただ、診療報酬におきましては、算定要件と点数、施設基準などが規定されておりますが、

その施設基準に必要な要件として、例えば「5年 以上感染管理に従事した経験を有し、感染管理

に係る適切な研修を修了した専任の看護師が置かれること」というのが施設基準の中に入つてい

るゎけでございます。この中で「感染管響1手 係る適切な研修を修了した専任の看護師」,が 、この

日本看護協会の感染管理の研修であつたり、あるいは感染症看護の専門看護師教育課程のいずれ

かの研修に当たると解釈されているという構図になうております。            :

9ページロをごらんいただきたいと思いますが、認定看護師の方々の活動状況の調査をされて

おられます。概要をこの資料にまとめさせていただきました。資料の紹介に止めさせていただき

ます。

そのはか、10ペ ージロ以降は、前回お出ししました資料と同様のものでございます。数字の更

新が一部ございますが、資料としては同じものでございます。

それから、もう一つ、前回の検討会におきまして、介護サービスの質の評価に関して研究があ

ったはずであるのでそれを紹介してほしいという御指示がありましたのでt用意させてぃただい

ております。参考資料と右肩に振つてあるもので、タイ トルが「介護サービスの質の評価のあり

方に係る検討に向けた事業報告書」としている資料でございます。

この研究'の 経緯といたしましては、社会保障審議会介護給付費分科会におきまして、今後の方

向性について、質の高いサービスを提供する事業者の適切な評価を行 ,こ とが本来 1事 必要である

`と いう指摘があり、介護サービスの質の評価が可能であると考えられる指標について検討を行う

こととされたことを直接のきらかけに、この研究が行われたと承知しております。



ただ、内容自体は非常に大部に上 りますので、詳細な御紹介はこの場では御容赦いただきたい

と思いますが、例えば14ペ ージロの図などを開いていただきますと図がございま して、特に図表

5「 質の評価の階層図」ということで紹介されておりますが、介護保険の理念を一番上に置き、
.

そして事業所が達成すべき具体的な目標を利用者等のQOLの 確保 と地域包括ケアの推進と置き、

更に、日標を達成するため、事業所が質の確保・向上に取 り組むべき分野、夕1え ば安全かつ専門

的技術の提供であるとか、生活の継続に向けた工夫、地域の保健・医療・福祉資源の活用と連携、

また地域社会への貢献、こうしたことが質の評価の概念といいますか、 コうの手がかりになるの

ではないかという示唆が、この研究において与えられております。

資料の紹介は以上でございます。

①駒村委員長 資料の説明ありがとうございま した。それでは、「より高い知識 :技術をもつ介

護福祉士の養成について」、各委員の御認識、お考えをそれぞれ御発言いただきたいと思います。

:な
お、本 日は石橋委員から資料が提出されておりますので、右橋委員から御発言をいただき、

その後、各委員からの御発言をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○石橋委員 それでは、別添の資料「日本介護福祉士会における生涯研修の推進 と『介護福祉士

ファ=ス トステップ研修』」というタイ トルの冊子をごらんいただきたいと思います。

今現在、より高い知識・技術を持つた介護福祉士養成についての検討が行われているというと

ころと、私たち介護福祉士会におきましても、そのような人材を養成するための仕組みとして生

涯研修を今、構築 しているところでございますので、関連するということでこの資料を提出させ

ていただきま した。                   ヽ

最初の ¬ページでございますが、日本介護福祉士会における生涯研修体系の検討と推進、これ

は経緯でございますが、当然、介護福祉士の職能団体としては、資格取得後の資質の向上、1専 門

性の確立を目指す というのがその目的の一つでありますから、この職能団体設立後、介護福祉士

の生涯研修につきま しては、随時検討を進めてきたところでございます。その経緯が最初の 1ペ

ージに載つておりますが、平成11年 に「介護福柾士の生涯教育体系の提案」をさせていただき、

その後、平成 16年 に「介護福祉士における専門性のあり方と研修体系に関する研究」というもの

を報告 させていただき、そのときに、介護福祉士の資格取得後の具体的な研修内容、到達 目標等

を決定させていただいて、このような研修のあり方についての提言を1し て、その提言に沿つて各

自研修を進めてきたという経緯がありました。

ただ、日本介護福祉士会以外にも,「介護職員の介護サー ビス従事者の研修体系のあり方に関

する研究会」というものの報告書が2006年 に出されております。委員長は堀田委員長でございま

したがtや は りその検討会と、本会が行つている研修体系と整合性を図つていかなければいけな

いということなどもありまして、日本介護福祉士会の生涯研修の中においても、介護サ=ビ ス従

事者の研修体系のあり方に関する研究会で提案されま したファース トステップ研修とか、セカン

ドステ ップ研 修 等 を位置づ けて今 行 つて いる ところで ございます し、また上位研修 とい うことで

は、仮称でございますけれども、認定介護福祉士の研修モデル事業、それから訪蘭介護サービス

提供責任者研修とか、介護実習指導者研修等の認定研修等も行つておりますし、他団体との連携



ということで:他 団体が行った研修についても本会でも認めるというような取組みも行つており

ますし、更には、2007年 には、会員一人ひとりに「生涯研修手帳」を発行して、研修履歴とポイ

ントの管理を行つて、この生涯研修制度の普及に努めているところでございます。

次のページが、日本介護福祉士会における生涯研修の体系図でございます。

これ は、平成19年 10月 の段階で ございますが、まず 、介護福祉士の資格 を取 つて 1～ 2年た つ

た人に対 して、介護福祉士 と しての基本的な理念 を しつか り学んでも らう、キヤ リアについての

検討 も始 めてもらうというよ うな意味も含めて初任者研修 とい うもの をすべての各都道府県支部

で行 ちてお ります。 これは 3日 間程度の研修でございます。

その後、先ほど申し上げました、いわゆる小規模なチームリーダーとか、それから初任者を指

導する者を養成すること等を目的としたファース トステップ研修、具体的な内容はまた後で御説

明申し上げますが、この研修を受けていただく。およそ資格取得後 3～ 5年程度の者が受けてい

るケースが多い状況でございます。研修時FFDは 200時 間と非常に長いのですが、100時間程度が講

義 =演 習で、100時 間程度は事前・事後課題と通信課程も含むとさせていただいているところでご

ざいます。        . :

その後に、更にセカンドステップ研修、ぃわゅる中間管暉職を養成する研修をするというイメ

ージでございます。この研修につきましては、こちらの委員会でも、より知識・技術の高い介護

福祉士について検討中でございますので、実地までは行つていない状況でございます。

更に、ジエネラリス トを目指すものとしてt仮称でございますけれ ども、管理介護福祉士、い

わゆる施設長とか、事業所の所長とか、介護サ‐ ビスの総責任者とか、そういう人たちを目指す

名称でございます。それから、例えば認知症とか障害分野のいわゆるスペシャリス トの養成 とい

うイメージで、この専門介護福祉士というものを位置づけさせていただいております し、それか

ら、研究介護福祉士、これも仮称でございますが、いわゆる教育者とか講師になる方、スーパー

バイザー とか、そういうイメージで研究介護福祉士という名称をつけさせていただいております。

このように、介護福祉ILの 資格を取つてから、徐々に介護福祉士としての基礎力を高めて更に

専門性 を身につけていただ くという目的を持つて研修 をしていただ くという研修体制な り、左側、

右側に少 し書いてありますけれども、介護実習指導者 とかサービス提供責任者研修とか、これは

別に認定研修として今取 り組んでいるところでございます。               i

それから、次のページでございますが、では、具体的に日本介護福祉士会で今行うています

「介護福祉士のフラTス トステップ研修」の取 り組み状況でございます。

これは、平成18年 度、静岡県で初めてモデル事業を行いま した。その後、徐々に各都道府県の

支部または他団体として老施協の各支部の皆さんたちがこの研修に取 り組んでいただいて、昨年

度は、合計26カ 所でこの研修を行つてきているという状況になつてきました。

それか ら、次の 5ペ ージでございますが、これは、ファース トステップ研修の位置づけ、先ほ

どの日本介護福祉士会の生涯研修体系をもとに、全社協の介護サ=ビ ス従事者の研修体系のあり

方に関する研究会で出された資料でございますがt基本的には、先ほどの日本介護福祉士会で申

し上げま した研修体系と同 じ、少 し呼び名が変わつておりますが、同様の位置づけになっている



ところでございます。

次の 6ペ ージですが、「介護福祉士ファース トステップ研修」の概要でございます。

この概要につきましては、先ほど申し上げましたように、実務経験 2、 3年程度以上の方がこ

の研修を受けていただいておるわけでございますけれども、やはり介護職員として的確な判断や

対人理解に基づく「尊厳を支えるケア」が実践でき、小規模チ■ムリーダーや初任者等の指導係

として任用されることを期待して、そのための知識、技術、視点を学べるというのが特徴となつ

ております。

この研修の意義でございますけれども、介護職員としてスター トした時点での経験・能力の違

いをこの研修で補完し、介護職員としての「共通の能力基盤Jを 確立する。特に今、資格取得方

法が一元化ではありませんので、なおこの研修によつて、その能力の違いを補完、埋めるという

のは非常に重要な役割を担つているのではないかと思つております。それから、仲間との学習を

通 して介護福祉士としてのキヤリア形成についてしつか り展望が持てるようにするとか、介護福

祉士として働 く誇 りを確認 し、早期の離職を防 ぐことに貢献するというような意義があるわけで

ございます。

次の フページでございますけれども、ではtそ のフアース トステップ研修の枠組 i特 色でござ

います。

先ほど申 し上げま した「講義・演習」で合計200時 間にな りますが、その内訳は 3領域に分かれ

ておりま して、介護に関する「ケア」領域72時 間、それか らチームの「連携」を強化するための

領域で48時 間、それから「運営管理基礎」領域が80時 間と分かれて 3領域で行つております。

この研修内容につきましては、一つひとつのテキス トがあるわけではありませんがt「 ファー

ス トステ ップ研修 ガイ ドラインJと いう.も のを標準 として、それぞれ「行動目標」:「 経験 目

標」、「到達目標」、「修了評価のポイン ト」を明示 して、必要な知識、技術が提供され、実践

者に役立つものということになつています し、各研修支部での創意工夫によつて、多少、研修の

方法、内容、カリキュラムとも少 し変更することもできるようになっているところでございます。

次のペァジでございますが、 8ペ ージは、 3つ の領域を研修 し、得られる「知」ということで、

具体的な 3領域のどういうことを学ぶかというのがこちらの方で示されておりますので、これは

ごらんいただければわかると思います。          '

それか ら、 9ぺニジ、ファース トステツプ研修が期待する研修の効果ということでございます

けれども、やはりこの200時間の講義・演習を通 して、受講者同士が互いに学び合つて:実践をし

つかり振 り返 り、今後の介護現場をどのように改善 していつたらいいのかということに対 しての

基本姿勢を身につけることもできます し、それから、今後のキャリア形成に役立つというような

効果もあります :

それか ら、更に 3つ の効果が期待されているわけですけれども、まず 1つ は、知の統合イヒとい

うことで、対人援助職としての「ものの捉え方」「思考枠組み」が形成される。ふだん行つてい

るようなことを、いわゆる暗黙知と言われるものが形式知に転換される、そういう役割があるの

ではないかということが 1つ 。それから、エンパワメン トの向上ということで以下のことができ



る。それから、実践の「基盤となる力」の涵養 ということで、言語化、記述力、指導力を獲得す

るとか、学び続ける習慣が身につくとか、そういう効果・役割があるということです。

そういうことができて介護福祉士として、的確に状況を理解し、判断、行動できる、それをし

っかり現場の中で行つていき、ら、だんの実践行動が変容できる、よりよい介護ができる、介護サ

ービスの質の向上につながるといつた研修の効果が期待できるのではないかということです。実

際にこの研修修了者に関しましてt研修の効果を確認するために追跡調査なども行つているとこ

ろでございます。

それから、10ペ ージ、最後のところでございますけれども、このような研修を受けた人たちに

対tで 、これを定着させていくためには、やはりきちんと評価とか位置づけというものが大切に

なると思います。そのため、介護保険制度上の評価をきちんとしていただきたいということが、

私たちの提案でございます。

特に、ここに書いでありますように、「個室・ユニッ トケア」を行 う介護保険施設とか 「地域

密着型サー ビス」とか、このようなところ1平 ファ
ニス トステツプ研修修了者を 1名 きちんと配置

していただ くとか、ケアの個別化、小規模化を進め、質の向上を図る一環として、従来型の介護

保険施設、通所系サービス等につきましても:こ の研修修了者を常勤配置 し、なおかつ、介護報

酬で評価する、そういう仕組みをつ くっていかないとなかなか定着 していかないのではないかと

思つてお りますので、その辺のところにつては、是非国で検討 していただきたいと思つてお りま

す。                  |
このように、私たち日本介護福祉士会といた しましては、資格取得後は、先ほど申し上げま し

た初任者研修 とか、フアース トステップ研修とか、実習指導者研修 とか、幅広 く研修を行ってお

ります し、また認定も行つているところでございますので、今回議論 されている、より質の高い

介護人材の養成のあり方の研修のあり方についても、本会が行うています日本介護福祉士会の生

涯研修 を生か してて特にこの中で先ほど説明申 し上げましたファース トステップ研修を生か しな

がら、次の認定介護士とか専門介護士に移行できるような生涯研修体系を私たちはつくつていき

たいと思らてぉりますので、その辺の御理解をお願いしたいということを思つております。

なお、もう少 しつけ加えさせていただきます と、この、より高い知識・技術をもつ介護福祉十

が担 う役割として |よ 、今申し上げま した尊厳ある介護 とか、自立支援の理念を体現 したケアを通

じたいわゆるQOLの 向上以外にも、例えば住み慣れた地域での長期にわたる在宅生活の支援や、

他職種共同によるケアを通 じた要介護度の進行防止とか介護予防など、幅広い介護二一ズに沿つ

て役害1を 果た していくことが必要ではないかと思つております。ただ し、そのための研修 として

必要なのが、先ほど申し上げま したファース トステップ研修の内容以外にも、自立支援等の理念

を体現 したケアを通 じたいわゆるQOLの 向上であれば、例えばですけれども、生活 リハ ビリと

か、口腔ケアとか、終末期ケアなどであり、それから住み慣れた地域での長期にわたる在宅生活

の支援では、在宅ケアの環境の整備とか、福祉用具の活用とか、家族支援などの研修も必要です

し、または、他職種共同によるケアを通 じた要介護度の進行防上、介護予防などについてはチー

ムケア、 リスクマネジメン ト、
´
介護技術指導などの研修が挙げられるということをつけ加えさせ



ていただき、説明を終了させていただきたいと思います。

○駒村委員長 石橋委員、現状と御提言をありがとうございました。

では、ほかの委員の皆様からも御発言いただきたいと思います。よろしくお願いします。山田

委員、桝田委員の順番でお願いいたします b

O山 田委員 私どものキヤリア開発機構で|す 、初回の検討会で申し上げたように(2003年度からt

いわゆるケアが大きく転換しており、これが0」 下の中ではなかなか学べない状況があるという

ことで、OFF― 」丁研修の中で新 しいケアを学ぶ仕組み、映像教材の開発を中心に 7年 間やつて

きています。

この教材 とファニス トステ

'プ
研修、今、石橋委員がおつしやつたことと組み合わせま して、

介護福祉士会さんと同じく平成18年 度からファース トステツプ研修にも取 り組んできているわけ

です。私どものところでも延べ2,000人 が受講されていて、デ昨年からは講師養成研修というパ ッ

ヶ一ジもつ くりま した。

そういう経過の中で申し上げるのですが、今日の事務局からの資料 1の ところに「ジェネラ リ

ス ト型の方向性」という文言がございます。やはり今、介護現場がこうやつて大きく変わろうと

しているときに、すべてが小規模型、個月1ケ ア型に移つていくときに、しかも新 しい人材がどん

どん入 り込むときに、そのチームリーダー、このジェネラリス ト型の養成が急務です。大変不足

しています。こういう人材をしっか り育てることによって新規に参入 してくる人材の定着・育成

というものが図れるきつかけになる、これはもう間違いないと思ちています。そういう意味では、

まず、今 日の資料 1に もありますようなジ土ネラリス ト型 リーダ下の養成研修を しつか り位置づ

けることが大事だということ。

それから、2点 目は、今現在、介護保険告1度 が認定している研修は3パターンあるわけですね。

1つ は認知症関係です。要するに認知症実践者、それから実践者リーダー、指導者という3層 の

研修がある。実践者 リーダーについては、昨年の介護報酬改定で、いわゆ る報酬上加算対象にな

ったものです。それか ら、ユニ ッ トリーダー研修 というものが ございます。これ は、新型 あるい

は準ユニ ツ ト型では 2名 のユニ ツ トリー ダニ研修修了者がいなければいけないという制度上必須

の研修 となっています。これ も個別ケアを進めるためのジエネラリス ト型です。

それから、もう一つが地域密着型サービスの計画作成担当者、管理者、そして開設者研修、こ

れは極めて短時間ですけれども、一応これを受けないと指定が受けられないという制度上の位置

づけが されている。 このよ うに、認知症実践者 リーダー とユニ ッ トリー ダー と地域密着指定要件

研修め 3つ の体系があるのですが、これを体系整備する中で、今日の石橋委員の提供資料の中で

言えば5ぺ ~ジ にございますような、やはりこういうわかりやすい体系にしていく必要があるの

ではないかと思つております。    .
以上です。

○駒村委員長 あ りがとうございま した。

桝田委員お願 い します。

○桝田委員 まず、スペシャ リス トかジエネラ リス トか とい う部分の考 え方が、前回の ときにち



ょっと僕がお話 ししましたジェネラリス ト型という部分の解釈が少 し違うと。共通認識が必要か

なと思いますので。

今、石橋委員か らありま した介護福祉士会が しているファース トステップ、確かにジェネラ リ

ス トの考え方なのですけれ ども、この部分をまず導入するときに、やはリスタニ トラインは、高

齢者であれば高齢者、障害者であれも障害者、障害児であれば障害児 というスター トラインを設

けて、それぞれの一番最初のジエネラリス トを養成する課程をつくるべきではないかと。介護全

域というのは少 し広過ぎるのではないか。

もう一つ絞 り込むと、例えば高齢者の領域の中で、在宅と施設介護とはまた大きく違つて くる。

それ ぐらいのスタニ トラインで分けてジェネラリス トを養成 していく。その中でもう一段階考え

るのが、認知症ケアであつたり、医療的なケアであつたりという部分をその中でもう一度考える

と。

実際のスペシギリス トというのはt考 え方とすれば、例えば認知症ケアの中で分けていく、高

齢者の身体ケアの中で、例えば排せつケアであれば排せつケアの領域を極めていくという形のス

ペシャリス トであるべきではないかと。

ここに書いていますのは、「高齢者に対応するスペシャリス ト」、これは不可能ですよね。す

べてをしていくというの |す 。それなりの研究をするのであれば、それなりに知識を持うのであれ

ば、
‐かなり長時間の何年間にもわたる課程が必要になうてくるんだろうと。ですから、ある程度、

今、現場実態にあつて必要とされている人材をつくつていく、それがキャリアアップにもつなが

っていくと。そうなると、やはり高齢者領域は高齢者領域の中で考えていかざるを得ないだろう

し、障害は障害の方で考えていくと。そうしなければ、余 り範囲が広過ぎて、実際に評価をする

ときに、そんな大した評価ができなくなつてくる。

例 えば、全体共通課題で、このファース ト不テ ップの場合は、いわば リー ダー的な要素 とい う

のは入 つてきます けれ ども、その中で施設であれば求め られ る リー ダ■的な部分、 これ プラス、

やはり実技指導の部分を問われたときに、余りにも幅広過ぎると、そこの部分が欠けている、理

論だけではないかという指摘がされると。         1         '_

ですか ら、やつぱ り少 し絞 り込んでいく必要があるのと、それと、今、山田委員からお話があ

りま した認矢口症ケア云々というのは、介護保険上でいろいろないわゆる必要とされる研修等が示

されています。その部分は、やはりこの中で吸収すべきではないかと。介護福祉士であることに

よって、例えば認知症の実践者研修は半分以下の課程でいいですよとか、そこらの部分、経験を

踏まえた部分以外はいけるのではないかと。そうしないと、やはり介護福祉士であることが絶対

的なプラス要件になつていかないと。極端 1手 言いますと、資格がなくても研修さえ受ければオー

ケすですよという世界がこの中に今入つてきている。

それともう一つは、ジエネラリス トの部分で言うと、やはり1つ の事業の中の管理者まで上っ

ていけるような形もつくつていくべきじゃないかと。例えば特別養護老人ホームの場合の施設長

資格というのは、福祉主事であつたり、経験の問題とかで入つてきますけれども、そこに上がっ

ていく部分にジェネラリス トの部分はつくつていく必要があると。やはリキャリアラダーをつく

10



つてい く、事業者が評価 しやす い形の部分 を少 し意識 していただいた構成が一番いいのではない

か と。 とい うのは、研修 を受けて、経験 を積んでい く:キ ャ リアア ツプを していつた。事業者 に

とって、それがそのまま評価 を して給与ア ップにつないでいけるシステムにな らないとなかなか

定着しづらい。研修に出すのも出しづらい。¬つの領域をきわめるという部分は、今すぐで,き る

かどうかわかりませんけれども、認知症ケアは、今t施設ですとフ～8害Jの 方は認知症の関連の

方がおられますので、もうジェネラリス ト的な考えで不ペシヤリス トとは言えないという雰囲気

を持つています。  .

あとは、 1つ は養成課程の中で、いわゆる専門学校等で専攻科的な部分で取 り組んでいく領域

と、働きながらそのステップを上つていける方法と2通 りはやはりつ くつてあげるべきではない

かと。例えば医療的ケアの場合になつて くると、現場で求めるのは、必要ないわゆる医療的ケア

というのは違つてきますよね。例えば高齢者施設であると喀たんの
i吸

引であつた り、いろいろな

処置でいいと。では、その中に、例え|ざ 気管カニュー レの吸引についてはなかなかそこまでは求

めていないという実態がある。そうなると、養成課程の中でつくつていく医療的ケアの専門的な

介護福祉士をつくつても、現場で要るのはそこまでではないですよとなると、つくり方も検討 し

ていくべきではないかと。

あと、どういう研修体系にするかというのは、結局、時間的な問題と内容というのはどうして

も比例せざるを得ませんので、働きなが ら、いわゆるそれがクリアできていく、事業者の方も支

援 してあげやす′い、そういう体系からまずスタ■ 卜すべきではないかと。やはり余 り長時間にな

つて くると、仕事を辞めて行 く、それでは増えることはないと思いますので、短時間の組合せで

持つていける形をまずスター トラインにしていくべきだろうと思います。

○駒村委員長  どうもあ りがとうございます。                  .

ほかの委員はいかがで しょうか。御発言 をいただければと思 いますが。では、藤井委員お願 い

いたします。

O藤 井委員 今、お話 いただいた 「ファース トステップ研修」は、山田委員が とおう しやつたよ

うに、ジェネラ リス ト的なベースをきちん とつ くるという意義があ り、 ここまで介護福祉士会等

の実績 もある とい うことである し、私のイメTジ にも近い。実は、 この研修に関 して、全社協の

側で申請のあつた各研修のシラバスについて、一つひ とつアク リデ イテー シ ョンを行 ってお りま

す。私 もチ ェック委員の一人であ りま して、ひ どいものは再検討いただ くなど、その ぐらい厳 し

くや ってお ります。一時期、全社協の事務局のお手伝 いを してtこ の研修 を受けた方 々の意見 を

聴 いた りとか、その後の活躍状況 を調べた りといつた、研修の評価 についても行いま した。そ う

いったこともきちん とや ってこられた研修でございま して、実績 も伸びてきていると。

これだけ実績のあるものを無視して新 しくつくるというのは、もつたいない上に、そもそも、

内容もよくできている研修だということで、私は、二つこれはベースにせざるを得ないだろう。

そのとき、山田委員がおつしやるように、介護保険制度の中でさまざまな、振興課長がいらっし

ゃる中で申し訳ありませんが、本に竹を接いだような形で温泉宿のようになつている研修体系を

是非御整理いただきたいということがあるかと思います。
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